
インプラント治療

治療費保証制度のご案内
当院では安心してインプラント治療をお受け頂くために、治療費保証制度を設けております。

保証部分は２か所に分けられます。

人工の歯（インプラントのかぶせ物部分）が破損や紛失した
場合

保証 01

保証 02 インプラント本体（骨の中に埋まる部分）が脱落や機能不全
となった場合

保証 01 人工の歯の場合

人工の歯を装着した日より起算して 当院負担割合

５年以内 全額負担

５年～６年未満 30％負担

６年～７年未満 20％負担

７年～８年未満 10％負担

８年以降 患者様全額負担

＊人工の歯の場合は、患者様ご負担分をいただき
　新たに人工の歯を作製いたします。

保証 02 インプラント本体

人工の歯を装着した日より起算して 当院負担割合

３年以内 全額負担

３年～４年未満 80％負担

４年～５年未満 50％負担

５年～８年未満 30％負担

１０年以降 患者様全額負担

８年～１０年未満 10％負担

＊インプラント本体の場合は、
　当院負担分をご返金させていただきます。

上記保証制度は、「インプラント治療同意書」のとおり、１～６か月ごとの定期メンテナンスを受診
された方が対象となりますことをご了承ください。
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